
「共 通 番 号 法」 制 定 に 反 対 す る 声 明

　 今 国 会 に お い て 、 「 行 政 手 続 に お け る 特 定 の

個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法

律 」 案 （ い わ ゆ る 「 共 通 番 号 法 」 案 。 以 下 、

「 本 法 案 」 と い う 。 ） が 提 出 さ れ 、 昨 日 衆 議 院

で 可 決 さ れ た 。

　 本 法 案 は 、 全 て の 国 民 と 外 国 人 住 民 に 対 し て 、

社 会 保 障 と 税 の 分 野 で 共 通 に 利 用 す る 識 別 番 号

を 付 け て 、 こ れ ら の 分 野 の 個 人 デ ー タ （ 納 税 情

報 、 健 康 保 険 情 報 、 年 金 情 報 等 ） を 、 情 報 提 供

ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム を 通 じ て 確 実 に 名 寄 せ ・

統 合 （ デ ー タ マ ッ チ ン グ ） す る こ と を 可 能 に す

る 制 度 （ 社 会 保 障 ・ 税 共 通 番 号 制 度 ） を 創 設 し

よ う と す る も の で あ る 。

　 共 通 番 号 が 用 い ら れ る 行 政 分 野 （ 年 金 、 労 働

保 険 、 健 康 保 険 、 生 活 保 護 、 介 護 保 険 、 税 務

等 ） の 情 報 は 、 私 生 活 全 般 に 及 び 、 そ の 中 に は 、

障 害 、 病 気 、 貧 困 、 無 資 力 な ど の 極 め て セ ン シ

テ ィ ブ な 情 報 も 含 ま れ て い る 。

　 共 通 番 号 制 度 に よ り 、 こ れ ら の 情 報 が 名 寄

せ ・ 統 合 さ れ る と 、 収 集 ・ 蓄 積 さ れ た 個 人 の 情

報 が 次 々 と 番 号 で 特 定 さ れ 、 連 結 さ れ て い く こ

と で 、 そ の 人 物 の 行 動 全 般 を 把 握 し 、 分 析 す る

こ と が 可 能 と な り 、 プ ラ イ バ シ ー 権 を 侵 害 す る

も の で 、 国 家 に よ る 国 民 監 視 の 道 具 と し て 利 用

さ れ る お そ れ が あ る 。

  昨 年 廃 案 と な っ た 同 名 の 旧 法 案 に 対 し 、 ２ ０

１ ２ 年 （ 平 成 ２ ４ 年 ） ８ 月 ７ 日 に 当 会 は 反 対 す

る 会 長 声 明 を 表 明 し た が 、 上 記 問 題 点 は 、 本 法

案 に そ の ま ま 引 き 継 が れ て い る 。

  本 法 案 は 、 旧 法 案 に お け る 危 険 性 を さ ら に 増

大 さ せ て お り 、 到 底 容 認 で き な い 。

　 す な わ ち 、 「 番 号 の 利 用 に 関 す る 施 策 の 推

進 」 を 基 本 理 念 と し て 掲 げ （ ３ 条 ２ 項 な い し ４

項 ） 、 法 律 の 施 行 後 ３ 年 を 目 途 と し て 番 号 の 利

用 拡 大 を 検 討 す る （ 附 則 ６ 条 １ 項 ） な ど 、 官 民



を 通 じ て 、 社 会 保 障 や 税 に と ど ま ら な い 番 号 の

利 用 拡 大 を 強 く 指 向 し て お り 、 プ ラ イ バ シ ー 侵

害 の 危 険 は 著 し く 大 き い 。 個 人 の 収 入 ・ 資 産 情

報 が 漏 え い し た り 、 ア メ リ カ で １ 年 あ た り １ 兆

円 以 上 と い わ れ る な り す ま し 犯 罪 に よ る 財 産 的

損 害 が 我 が 国 で も 増 大 す る お そ れ も 大 き い 。

  そ も そ も 共 通 番 号 制 度 は 、 手 段 に す ぎ ず 、 実

体 法 で あ る 税 法 や 社 会 福 祉 立 法 が な い 限 り 、 公

平 な 税 制 や 充 実 し た 福 祉 が 実 現 し な い こ と は 以

前 か ら 政 府 も 認 め て き た 。 し か も 、 旧 法 案 で 採

用 す る と さ れ て い た 給 付 付 き 税 額 控 除 制 度 は 、

現 政 権 は 採 用 し な い 方 針 で あ り 、 共 通 番 号 の 必

要 性 は ま す ま す 乏 し く な っ て い る 。

　 本 法 案 は 、 立 法 目 的 と し て 、 法 １ 条 で 、 行 政

効 率 化 や 利 便 性 の 向 上 を 掲 げ な が ら 、 ２ ０ ０ ０

億 円 も の 導 入 コ ス ト に よ っ て 得 ら れ る 効 果 に つ

い て 、 何 ら の 説 明 も 行 っ て い な い 。 住 基 ネ ッ ト

導 入 に 際 し て は 、 試 算 が 示 さ れ た が 実 現 せ ず 、

巨 額 な 税 金 の 無 駄 遣 い に 終 わ っ た ば か り で あ る

に も か か わ ら ず 、 こ の ま ま 導 入 を 急 ぐ 必 要 性 は

全 く 示 さ れ て い な い 。

  従 っ て 、 当 会 は 、 従 前 か ら 表 明 し て い る と お

り 、 国 家 に よ る 国 民 監 視 の シ ス テ ム に つ な が る

本 法 案 に 反 対 し 、 参 議 院 に お い て 否 決 さ れ 、 廃

案 と さ れ る こ と を 求 め る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２ ０ １ ３ 年 （ 平 成

２ ５ 年 ） ５ 月 １ ０ 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　             福 岡 県 弁

護 士 会 会 長 　 橋 　 本 　 千 　 尋


